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WHO、加熱式タバコは屋内で使用禁止とする法
規制の必要性を発表

2019年７月26日、世界保健機関（WHO）が推進
する「たばこの規制に関する世界保健機関枠組み
条約」の進捗状況を網羅した隔年の報告
書「MPOWER 2019」が公開されました。
今回、「Heated tobacco products（加熱
式タバコ）」という項目が新たに設けられ
たことが翌日のNHKニュースで「加熱式
タバコ 健康リスク軽減につながらず 規
制を WHO」と報道されました（図１）。

図２に日本で「製造たばこ」として販売
されている加熱式タバコの一覧表を示
します。この１年で次々と新製品が販売
されたためかなり複雑になってきていま
す。

主要３社の販売実績に関するプレスリ
リースを合計すると2018年７月時点で
合計1,200万セットの加熱式タバコが出
荷されていました。１年後の現在、かなり
の割合の喫煙者が加熱式タバコを喫煙し
ていることになります（日本に住んでい
る喫煙者は約2,000万人と推定）。

MPOWER 2019では紙巻きタバコの
屋内での使用を全面禁止としている国
は55カ国から62カ国に増えたことが報
告されています。しかし、ほとんどの国

では加熱式タバコが販売される前に屋内を禁煙と
する法律が成立しているため加熱式タバコは法律
で規制されていない国の方が多いのです（図３）。
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図１．MPOWER 2019の「加熱式タバコ規制」に関する報道

オリンピックと屋内全面禁煙法・条例（その60）
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図２．日本で「製造たばこ」として販売されている加熱式タバコ（2019年８月）

図３．厚生労働省が調査した加熱式タバコの使用規制（2018年５月）
（https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000338604.pdf）
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高温加熱式から発生するエアロゾル（霧・ミス
ト）に含まれるニコチンは低タールのタバコと同
程度、発がん性物質は10 〜 25％も発生しています

（図４）。

口腔〜細気管支までの解剖学的死腔までしか吸
引されなかったエアロゾルは次の呼気に呼出され
るので（図５）、周囲の空気がニコチンで汚染され
るのは当たり前です。

図４．厚生労働省が発表した「加熱式たばこにおける科学的知見」（一部、筆者追記）

図５．加熱式タバコの喫煙により呼出されるエアロゾル
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図６．MPOWER 2019 （52 〜 53頁）、加熱式タバコに関する項目（一部、筆者追記）

図７．加熱式タバコを喫煙した際の二次曝露による急性影響

故にWHOは「加熱式タバコは禁煙の場所では
使用を禁止するべき」と警鐘を鳴らしたのです（図
6）。

日本人8,240人を対象にした調査で１割強の977
人が近くで加熱式タバコを喫煙され、そのエアロ

ゾルの二次曝露を経験し、そのうち37％がなんら
かの症状（25％が気分不良、喉の違和感21％、眼の
痛み22％、13％がその他の不快感）があったこと
が報告されています（図７）１）。

　



（ 20 ）北九州市医報（令和元年10月）第747号

2020年４月に全面施行される改正健康増進法
ですが、飲食が可能な加熱式タバコ専用室が容認
されています（図８）。加熱式タバコ専用室がある
飲食店で働く従業員は閉鎖された空間で呼出され
るエアロゾルの二次曝露を繰り返し受けることで
健康障害が発生する恐れがあります。

一方、施行から５年が経過したことで改正され
た兵庫県の受動喫煙の防止等に関する条例の見直
しでは図のように紙巻きタバコの規制とまったく
同じ規制とされています（図９）。

これから加熱式タバコの規制を検討する自治体
や企業では、加熱式タバコも紙巻きタバコと同様
の規制にすることが必要です。
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図８．改正健康増進法：飲食店等に飲食が可能な加熱式タバコ専用室を容認（一部、筆者追記）

図９．兵庫県「受動喫煙の防止等に関する条例」（加熱式タバコ専用室は不可）


